
 

協 議 第 6 1 号 関 係 資 料（協議項目 24－9－①） 

 

○地域営農システム構築事業について 
市町村名 伊 那 市 高 遠 町 長 谷 村 

 
各市町村の内容 

 
名称：伊那市農業振興センター 
会長：伊那市長 
専任事務局長：嘱託 
組織体制：別添附表のとおり 
事業内容 
・ 農業振興方策 
・ 関係機関との連絡調整 
・ 生産調整 
・ 認定農業者の認定、育成等 
 
 
 
 
 
市負担（一般財源） 7,447 千円 
  

 
名称：東部営農支援センター 
会長：高遠町長 
専任事務局：嘱託 
組織体制：別添附表のとおり 
事業内容 
・ 農業振興方策 
・ 関係機関との連絡調整 
・ 農業機械の有効利用 
・ 担い手組織の育成等 
 
 
（財）高遠町振興公社 
  （農業振興センター） 
 
町負担（一般財源） 5,502 千円 
 

 
名称：東部営農支援センター 
会長：高遠町長 
専任事務局：嘱託 
組織体制：別添附表のとおり 
事業内容 
・ 農業振興方策 
・ 関係機関との連絡調整 
・ 農業機械の有効利用 
・ 担い手組織の育成等 
 
 
長谷村集落営農協議会 
 
 
村負担（一般財源） 2,410 千円 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

協 議 第 6 1 号 関 係 資 料（協議項目 24－9－①） 

 ○伊那市農業振興センター組織体制 

 

<構成>

<構成>

<構成>

<主な役割>

<主な役割>

<主な役割>

集落の農業の方向付

農地利用調整機能の形成　　

米の生産調整  等

<構成> <構成>

地区の実態により構成

<主な役割>

<主な役割>

　　　　（　○　○　○　○　○　）

<構成>

地区の実態により構成

<主な役割>

伊那市の農業の基本政策を決定し　農業者などが安心し
て、継続して農業に取組むことのできる体制づくり

市議、農業委員、地区振興委員長、
集落営農専門委員代表、生産者代
表、農業者協議会代表、信大、他農
業関係組織代表

（伊那市経営・生産対策推進会議）

運営委員会の方針を受け具体的な事
項を協議決定

結婚相談所

ＪＡへ
運営委
託

（伊那市水田農業推進協議会）

地区内の農業の基本政策を決定し地区内農業者
などが安心して、継続し農業に取組むことので
きる体制づくり

地区委員会の方針を受け具体的な事項を協議決
定

地区、集落の課題や問題点の解決のため具体的
に協議実践

地区農業振興推進小委員会

地区集落組織代表者会

専門委員会
（必要に応じて設置する）

運営委員会の方針を受け専門的な事項を協
議決定

<主な役割>

（伊那市農業経営改善支援センター）

（伊那市農業経営基盤強化促進委員会）

運営小委員会

地区の実態により構成

市・市議会・農業委員会・JA・のうさい・普及ｾﾝﾀｰ・地区
農業振興委員長・集落営農実践組織・生産者代表・農業者
協議会代表・結婚相談所・土地改良区・学識経験者・女性
組織・消費者組織　　　等

集落営農実践組織
地区農業振興推進委員会
（地区水田農業推進協議会）

７地区

農家組合、生産組織、協業組合、他各種
組織、専業農家、兼業農家、生きがい農
家、土地持ち非農家　等

運営委員会



 

協 議 第 6 1 号 関 係 資 料（協議項目 24－9－①） 

 ○東部営農支援センター組織体制 

 

生 産

商工会

営農・協業組合 生産者部会 農家組合

女性グループ
そば加工
農産加工
山菜加工

高遠町

長谷村

稲作部会
野菜部会
果樹部会
茸部会
花卉部会
農村生活

　　マイス
ター

高遠町

長谷村

農

業

法

人

加　　工

その他
・その他
　必要な事項

販　　売

企画開発部会 農地利用部会

・担い手組織の育成及び
　家族経営協定の推進
・重点業務の計画樹立・推進
・技術指導
・生産調整関連対策
・東部地区内の連絡協調・調
整
・農産加工品の製造・販売推
進
・加工施設の活用
・加工商品の開発
・観光資源の開発

・農作業受委託の推進
・農業機械の有効利用
・オペレーターの養成
・農作業の安全に関すること
・労働力の確保・調整
・農用地利用調整
・転作田の有効利用
・ふれあい農園の推進
・基盤整備後の適作目の開発推進

小　委　員　会

営農集団 営農集団

〔専門部会〕

監査会 東部営農支援センター 幹事会（推進母体）
町・村・ＪＡ・普及セ

ンター

高遠町 長谷村



 

協 議 第 6 1 号 関 係 資 料（協議項目 24－9－①） 

 ○新市営農センター組織体制（案） 

 

<構成>

<構成>

<構成>

<主な役割> <主な役割>

<主な役割>

集落の農業の方向付

農地利用調整機能の形成　　

米の生産調整  等

高遠地区

長谷地区

<構成> 西箕輪地区

伊那地区

<主な役割> 手良地区

美篶地区

富県地区

東春近地区

西春近地区

地区農業振興推進委員会

９地区　　事務局原則としてＪＡ支所

集落営農実践組織運営委員会
（新市水田農業推進協議会）

（新市農業経営基盤強化促進委員会） （地区水田農業推進協議会）
（新市農業経営改善支援センター） 農家組合、生産組織、協業組合、他各種

組織、専業農家、兼業農家、生きがい農
家、土地持ち非農家　等

事務局　市とＪＡ　センターの会計を持つ

市・市議会・農業委員会・JA・のうさい・普及ｾﾝﾀｰ・地区農
業振興委員長・集落営農実践組織・生産者代表・農業者協議
会代表・結婚相談所・土地改良区・学識経験者・女性組織・
消費者組織　　　等

新市の農業の基本政策を決定し　農業者などが安心して、継
続して農業に取組むことのできる体制づくり

地区の実態により構成

地区内の農業の基本政策を決定し地区内農業者などが
安心して、継続し農業に取組むことのできる体制づくり

結婚相談所

運営委員会の方針を受け具体的な事項
を協議決定

ＪＡへ
運営委
託

運営小委員会

（新市経営・生産対策推進会議）
（新市中山間直接支払交付金支払事業

検討委員会）

原
則
と
し
て
Ｊ
Ａ
支
所
が
事
務
局

そ
れ
ぞ
れ
が
会
計
を
持
つ専門委員会

（必要に応じて設置する）

<主な役割>

運営委員会の方針を受け専門的な事項を協議決
定

市議、農業委員、地区振興委員長、集
落営農専門委員代表、生産者代表、農
業者協議会代表、信大、他農業関係組
織代表


